
司法権の作用をめぐる国家賠償法制の比較法的研究（上）  

司
法
権
の
作
用
を
め
ぐ
る
国
家
賠
償
法
制
の
比
較
法
的
研
究
（
上
）
 
 

日
 
次
 
 
 

一
 
序
論
 
 
 

1
 
司
法
賠
償
の
耗
念
及
び
特
質
 
 
 

2
 
司
法
賠
償
に
関
す
る
立
法
の
形
式
 
 

二
 
司
法
臓
依
資
任
の
帰
米
原
則
 
 
 

1
 
過
失
斉
任
掠
別
に
基
づ
く
司
法
賠
償
資
任
 
 
 

2
 
犯
罪
責
任
阪
別
に
基
づ
く
司
法
聴
解
責
任
 
 
 

3
 
過
失
・
犯
罪
者
任
原
則
に
基
づ
く
司
法
賠
償
貿
任
 
 
 

4
 
違
法
責
任
原
則
に
基
づ
く
司
法
賠
償
音
任
 
 

三
 
大
陸
法
諸
国
に
お
け
る
司
法
権
の
作
用
に
よ
る
国
家
賠
慣
賓
任
 
 
 

1
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
司
法
賠
鹿
茸
任
 
 
 

∽
司
法
行
為
に
対
す
る
国
家
無
答
費
の
一
般
原
則
及
び
立
法
上
の
例
外
 
 
 

∽
裁
判
官
相
手
取
り
訴
訟
の
存
庵
 
 

葉
 
 

陵
 
陵
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説   

八七 六 五  

伽
司
法
行
為
に
基
づ
く
国
家
賠
惜
別
皮
の
確
立
 
 
 

2
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
胎
併
発
什
 
 
 

い
職
務
責
任
制
度
の
成
立
 
 
 

∽
敦
判
官
の
国
家
賠
倍
音
任
 
 

用
 
英
米
法
諸
国
に
お
け
る
司
法
権
の
作
用
に
よ
る
国
家
隆
信
貴
任
 
 

1
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
司
法
免
質
権
 
 
 

川
司
法
免
棄
権
の
論
拠
 
 
 

∽
司
法
免
責
様
の
範
囲
 
 

2
 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
賠
倍
音
任
 
 
 

M
連
邦
の
司
法
賠
鮮
茸
任
 
 
 

∽
連
邦
裁
判
官
等
の
個
人
賠
併
発
任
 
 

a
 
▲
連
邦
裁
判
官
等
に
対
す
る
免
責
法
如
の
適
用
 
 

b
 
B
i
ノ
、
e
コ
S
輿
訴
訟
に
お
け
る
連
邦
親
判
官
等
の
免
賓
 
 

C
 
連
邦
公
務
員
賓
任
の
改
弔
と
連
邦
裁
判
官
等
の
個
人
膿
償
責
任
 
 
 

伊
州
裁
判
官
等
の
個
人
賠
償
虞
任
 
 

a
一
九
八
三
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
訴
訟
と
州
級
判
官
の
免
責
 
 
 

－
一
九
－
八
－
二
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
訴
訟
と
州
検
察
官
の
免
責
（
以
上
本
号
）
 
 
 

日
本
に
お
け
る
司
法
権
の
作
用
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
 
 
 

中
岡
に
お
け
る
司
法
権
の
作
m
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
 
 
 

刑
事
補
償
法
別
に
よ
る
司
法
救
済
の
法
理
と
特
色
 
 
 

結
語
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司法権の作用をめぐる国家姫解法制の比較法的研究（上）  

ー
 
司
法
賠
償
の
概
念
及
び
特
質
 
 

国
家
賠
償
法
制
は
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
意
味
の
行
政
作
川
に
関
わ
る
救
済
法
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
立
法
検
 
 

閲
や
司
法
樺
閲
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
や
損
害
に
対
す
る
救
済
法
と
し
て
の
位
置
づ
け
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
国
家
賠
償
法
制
 
 

の
一
環
と
し
て
の
司
法
賠
倍
法
制
は
、
今
日
、
司
法
権
の
作
用
に
か
か
わ
る
国
家
機
関
の
活
動
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
被
害
者
の
権
 
 

利
救
済
及
び
加
害
者
の
賠
償
安
住
追
及
の
法
的
手
段
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
ち
、
現
代
国
家
の
民
主
的
統
制
や
法
治
主
義
の
発
展
に
 
 

お
い
て
不
可
欠
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
司
法
賠
償
と
は
、
司
法
権
の
作
用
と
し
て
行
わ
れ
る
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
 
 

公
務
員
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
損
害
賠
償
責
任
を
指
し
、
こ
れ
に
は
純
粋
の
司
法
作
用
で
 
 

あ
る
民
事
及
び
刑
事
の
裁
判
と
そ
の
執
行
、
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
警
察
、
検
察
の
作
用
も
包
含
さ
れ
、
一
種
の
広
義
の
司
法
賠
償
責
 
 

任
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
法
賠
償
法
制
は
、
裁
判
、
捜
査
、
検
察
及
び
刑
事
施
設
管
理
等
の
職
権
を
行
使
 
 

す
る
国
家
機
関
及
び
そ
の
公
務
員
が
、
そ
の
職
権
を
行
う
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
裁
判
検
閲
に
よ
る
民
事
、
刑
事
の
裁
判
で
あ
る
判
決
、
 
 

決
定
命
令
の
ほ
か
、
逮
捕
、
勾
留
、
押
収
、
捜
索
、
差
押
等
の
令
状
の
発
付
及
び
そ
れ
ら
の
執
行
、
捜
査
機
関
に
よ
る
現
行
犯
人
の
逮
 
 

猫
、
検
察
検
閲
に
よ
る
公
訴
の
提
起
維
持
、
執
行
吏
に
よ
る
執
行
行
為
と
い
っ
た
司
法
関
係
の
公
権
力
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
、
違
 
 

法
に
他
人
の
適
法
な
権
利
利
益
を
侵
害
し
た
こ
と
に
よ
り
与
え
た
司
法
上
の
損
害
を
国
家
が
賠
償
す
る
制
度
と
言
え
る
。
 
 

一
、
序
論
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説
 
 

司
法
賠
解
は
、
被
害
者
が
司
法
活
動
の
過
程
に
お
け
る
違
法
な
司
法
職
権
行
為
に
よ
っ
て
被
っ
た
司
法
上
の
損
害
に
対
す
る
賠
償
で
 
 

あ
る
が
、
こ
う
し
た
司
法
損
害
を
も
た
ら
す
司
法
職
権
行
為
に
は
、
法
律
行
為
の
ほ
か
、
事
実
行
為
等
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
司
 
 

論
 
法
損
害
に
は
、
損
害
発
生
の
分
野
に
よ
っ
て
刑
事
損
害
、
民
事
・
行
政
訴
訟
に
お
け
る
損
害
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
事
損
害
 
 

の
範
囲
は
、
誤
っ
た
勾
留
や
逮
捕
、
誤
判
等
に
よ
っ
て
無
罪
又
は
有
罪
の
者
に
与
え
た
損
害
、
違
法
に
財
産
に
対
す
る
封
印
、
差
押
え
、
 
 

凍
結
等
の
強
制
措
置
を
採
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
た
損
害
、
違
法
に
他
人
の
人
身
の
自
由
を
制
限
し
、
又
は
違
法
に
武
器
■
警
 
 

棒
等
を
使
用
し
て
被
害
者
の
身
体
に
傷
害
等
を
与
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
た
損
害
、
拷
問
に
よ
る
自
白
の
強
制
や
殴
打
等
の
暴
 
 

力
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
た
損
害
等
を
含
む
が
、
民
事
・
行
政
訴
訟
に
お
け
る
損
害
に
は
、
誤
判
に
よ
っ
て
当
事
者
に
与
え
た
損
害
、
 
 

違
法
に
訴
訟
妨
害
に
対
す
る
強
制
措
置
若
し
く
は
保
全
措
置
を
採
り
、
又
は
判
決
・
裁
定
等
を
誤
っ
て
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
 
 

さ
せ
た
損
害
等
が
含
ま
れ
る
。
 
 

法
治
国
の
原
理
を
担
保
す
る
た
め
に
、
行
政
不
服
申
立
や
行
政
訴
訟
か
ら
な
る
行
政
争
訟
が
第
一
次
的
権
利
救
済
手
段
と
し
て
、
行
 
 

政
、
司
法
、
立
法
の
三
作
用
を
包
括
す
る
国
家
賠
償
が
第
二
次
的
権
利
救
済
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
司
法
の
公
正
は
、
 
 

社
会
の
正
義
の
実
現
を
保
証
す
る
た
め
の
最
終
的
救
済
手
段
と
言
っ
て
も
よ
い
が
、
司
法
賠
償
は
、
ま
さ
に
司
法
の
公
正
性
を
確
保
す
 
 

る
た
め
の
不
可
欠
な
手
段
で
あ
る
。
司
法
賠
償
制
度
の
整
備
は
、
司
法
機
関
及
び
司
法
閲
係
公
務
員
の
法
に
よ
る
職
権
の
行
使
を
促
進
 
 

す
る
と
と
も
に
、
司
法
損
害
を
受
け
た
被
害
者
の
法
律
上
の
権
利
利
益
を
救
済
し
、
時
代
の
葉
請
と
い
え
る
人
権
の
保
障
を
強
化
す
る
 
 

た
め
に
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
本
稿
は
、
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
、
英
米
法
系
と
大
陸
法
系
を
代
表
す
る
諸
国
及
び
東
ア
ジ
ア
諸
 
 

国
の
司
法
賠
償
制
度
を
研
究
対
象
と
し
て
、
異
な
る
政
治
体
制
や
社
会
構
造
、
東
西
の
文
化
と
伝
統
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た
欧
米
諸
国
 
 

の
司
法
賠
償
制
度
と
日
本
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
そ
れ
と
の
異
同
点
を
検
討
し
な
が
ら
、
成
文
法
の
伝
統
を
持
つ
 
 

大
陸
法
系
諸
国
の
司
法
賠
償
制
度
が
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
与
え
た
影
響
を
も
含
め
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
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司法権の作用をめぐる国家胎償法制の比較法的研究しt二）  

上
述
し
た
諸
国
の
司
法
権
の
作
用
に
よ
る
国
家
賠
償
責
任
に
関
す
る
法
理
や
許
容
性
、
司
法
賠
償
制
度
の
成
立
背
景
、
立
法
形
式
、
帰
 
 

責
要
件
、
賠
償
乾
田
及
び
手
続
等
に
お
け
る
諸
問
題
を
中
心
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
刑
事
手
続
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
 
 

け
る
も
う
一
つ
の
司
法
救
済
手
段
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
刑
事
補
償
制
度
の
特
色
に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
て
み
た
い
と
 
 

考
え
て
い
る
。
 
 

2
 
司
法
賠
什
に
関
す
る
立
法
の
形
式
 
 

刑
事
補
臆
を
核
心
と
す
る
司
法
賠
償
立
法
は
、
早
く
も
一
九
世
紀
末
か
ら
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
一
人
九
五
年
六
月
 
 

二
日
に
制
定
し
た
「
裁
判
官
の
錯
誤
の
補
償
の
法
」
は
、
初
め
て
刑
事
裁
判
に
取
っ
て
、
重
罪
 
（
c
r
i
ヨ
e
）
 
又
は
軽
罪
（
d
か
l
i
t
）
事
件
 
 

の
事
実
の
錯
誤
と
い
う
裁
判
上
の
錯
誤
の
み
で
無
効
と
さ
れ
る
司
法
判
決
の
再
審
手
続
に
よ
っ
て
無
罪
が
確
認
さ
れ
た
被
告
人
に
対
す
 
 

る
賠
済
責
任
を
認
め
た
。
ド
イ
ツ
も
一
八
九
八
年
五
月
二
〇
日
に
「
再
審
手
鏡
に
お
い
て
無
罪
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
に
対
す
る
補
償
 
 

に
関
す
る
法
律
」
を
公
布
し
、
ま
た
、
一
九
〇
四
年
七
月
一
四
日
に
「
責
任
無
く
し
て
受
け
た
未
決
勾
留
の
補
償
に
関
す
る
法
律
」
を
 
 

公
布
し
た
。
そ
の
後
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
日
本
な
ど
を
含
む
多
く
の
国
に
も
司
法
賠
償
に
関
す
る
法
制
度
が
相
次
い
で
確
立
 
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
諸
国
及
び
地
域
に
お
け
る
司
法
賠
償
立
法
の
形
式
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
 
 
 

第
一
に
、
憲
法
、
国
家
賠
償
法
、
刑
事
補
償
法
と
い
う
三
つ
の
次
元
か
ら
の
立
法
に
よ
り
司
法
賠
償
制
度
を
確
立
し
た
国
と
し
て
は
、
 
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
、
韓
国
及
び
台
湾
な
ど
が
あ
る
。
一
九
二
九
年
一
二
月
一
一
日
に
公
布
き
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
第
二
 
 

三
条
一
項
は
、
「
連
邦
、
州
、
地
区
、
市
町
村
及
び
そ
の
他
の
公
法
上
の
社
団
ま
た
は
営
造
物
は
、
そ
の
機
関
と
し
て
行
動
す
る
者
が
、
 
 

法
律
の
執
行
中
に
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
、
何
人
に
対
し
て
で
あ
れ
有
責
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、
そ
の
損
害
に
対
し
て
賠
償
責
任
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